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今日のお話

• 初めて訪問診療をしようかなという先生向けに

• 県歯の情報や問い合わせを案件を織り交ぜ
て、あれこれ



日程調整が意外と難しい

• サ高住より訪問診療の依頼があり、金曜日午後を訪問日に
しようと考えていました。

しかし…
• 月、水、金はデイサービスで…
• その時間は訪問入浴なので…

診療室での診療しながらのやりくりが意外と難しい

当院は義歯関係の依頼が多く、一人で伺えるので、
休診日や昼休み前、午後1番等を訪問時間とする
ことにしました。

訪問をしてみて気付いたこと



訪問診療をいつ行うか？ 木曜日？日曜日？



訪問診療の依頼について

日本歯科総合研究機構
在宅歯科医療について
第495回中央社会保険医療協議会
第5回歯科医療提供体制等に関する検討会委員提出資料より

支援診登録している医院でも
そもそも依頼が来ないようです。







訪問患者さんの増やし方
その１．県歯HPへ登録してみませんか？

在宅歯科医療連携室（平成22年～令和2年）
対象者 高齢者

地域包括ケア歯科医療連携室（令和3年～）
対象者 高齢者以外に40歳未満の難病者

（40歳未満は介護保険適応外）
 小児障害者等

043－241-8020



県歯ＨＰ



エリア別、対象者別で検索できるようになっております。



登録方法 →会員専用サイトをクリック



会員ページの県歯委員会をクリック



8029・健康寿命延伸をクリック



受け入れ可能診療所の登録について（お願い）をクリック



令和4年3月31日までと記載ありますが、随時受付中です。
私も過去に登録したことで、サ高住からの依頼がありました。



訪問患者さんの増やし方
その２．ケアマネさんを味方につけましょう！

• 訪問日時は、ダメな曜日、時間帯のチェックをしてご希望に沿うように

• 多忙の中、同席してくださるケアマネさんもいます。

• 電話応対が勝負！ 医科、歯科共に先生は怖いそうです。やさしい対応を。

・私が依頼を受けた場合の診療以外の質問

１．患者さん、（利用者さん）の情報について

フェイスシートをFAXして下さい。

２．駐車場は？

３．受け答えは可能ですか？

４．こちらから先方にお電話しますか？

（５．同席して頂けますか？）



日本歯科総合研究機構
在宅歯科医療について
第495回中央社会保険医療協議会
第5回歯科医療提供体制等に関する検討会
委員提出資料より

増点ポイント！
ハンドブックＰ３３
訪移行（算定要件有）

①

②



千葉県介護支援専門員HPより

情報はケアマネさんに集まります

介護保険での居宅療養管理指導の際に出席の必要あり（fax可）



千葉県介護支援専門員HPより

介護支援専門員（ケアマネージャー）とは？



• 国家資格ではない
• 諸会議で良くお会いします。

サービス担当者会議、介護認定会議、地域ケア会議…
・介護支援専門員証（資格）維持が大変

研修会参加と更新手続きが必要

・居宅ケアマネ 1人利用者35人を担当（全員口で困っていなくても…）

  施設ケアマネ 1人利用者100人を担当

ケアマネさん（介護支援専門員）とは？

5年毎

5年毎

5年毎
受験資格に年4回研修



千葉県介護支援専門員HPより

ケアマネさんの勤務場所とは？



厚労省HPより
中学校区に1か所配置されています



訪問患者さんの増やし方
その２．ケアマネさんを味方につけましょう！

• 患者さんとの日程もなるべく合わせて→ ダメな曜日、時間帯のチェックを

• 多忙の中、同席してくださるケアマネさんもいます。

• 電話応対が勝負！ 医科、歯科共に先生は怖いそうです。やさしい対応を。

・私が依頼を受けた場合の診療以外の質問

１．（患者さん、利用者さんの情報について）

フェイスシートをFAXして下さい。

２．駐車場は？

３．受け答えは可能ですか？

４．こちらから先方にお電話しますか？

（５．同席して頂けますか？）



フェースシートとは？

医療・福祉分野で援助を目的
とした情報収集において使用
される利用者の「氏名」「年齢」
「性別」「家族構成」「健康状
態」などの基本データをまとめ
た用紙のことです。 サービスを

利用する前において、まず、は
じめに「この利用者はどんな人
か」を知る書類です。

様式は様々で、1枚から10枚以
上のものもあります。



上:障害高齢者の日常生活自立度
      （寝たきり度）を図る指標
下:認知症高齢者の日常生活自立度

書類の上ですが
要介護５で
寝たきり度A1
屋内での生活は自立
介助により外出し、日中は離床

認知症Ｍ
著しい精神症状や問題行動…

と事前に把握可能です。

先程の患者さんでは？



患者さんのキーパースン（KP)は誰？

• 治療を求めているのは誰？

ご本人？ →ご家族の意向は？

同居（別住まい）のご家族？

他人（ヘルパーさん、ケアマネさん、施設職員）？

・ ご要望と治療効果は？



富津市新舞子海岸より撮影



厚労省HPより
全部揃えようとすると大変そう



診療器具以外であった方が良いもの
延長コード、ゴミ袋、養生テープ、ライト（カインズホーム 3000円弱のライト）

3万円台からモーターありま
す。（Ciメディカル）

出来るところから少しづつ

私の場合
ナカニシの
ビバメイト

オサダの技工用モー
ター

が、元々あったので
何も考えずに始めら
れました。

その都度毎にバック
の中身を変えます。

依頼
「歯が取れた」
「歯が痛い」
「ブリッジが取れた」

→電話でなるべく聞き取
るようにしていますが…



お得な情報です。
• 在宅歯科診療設備整備事業補助金
在宅歯科診療機器等の設備整備に係る経費を助成

ポータブルユニット等 3分の2補助

• 在宅療養を行う際の歯科以外の偶発的事案に対処するため、
医療安全対策に関する設備整備に係る経費を助成
ＡＥＤ，救急蘇生セット等 2分の１補助

諸条件、予算に限度有
申し込み多数の際は抽選（地域性を重視、千葉県庁のみ知る）
あきらめないでチャレンジを

例年2度講習会開催予定です。（1度受講の必要あり）
（過去3日間コース→2日→現在半日となっております。）
非会員の先生も対象です。



訪問先の場所を探す方法？

• マピオン

https://www.mapion.co.jp



千葉県をクリック



富津市をクリック



上飯野をクリック



１６９１をクリック





こちらでサイズを調整



これでもすぐに見つからないこともあります。

私のこれまでの経験では
崖クランク、道幅狭い、

田舎なので駐車場問題はあまり困らないです。
→ 現在、保険医協会にて駐禁除外証発行のための講習会有

（過去に1度県歯で講習会有、警察署毎で対応異）



１６ｋｍのほとんどが海です。

三浦半島の1部も訪問可能です。

P１歯科訪問診療を行える範囲
自院より１６kＭ以内

会計は？ 交通費は？
• 私は居宅、施設 1回ずつの請求にしています。

  月締めの先生も

・ある先生からのお話では、

施設から電気代の請求を受けたこと有

・交通費 実費で頂けます。



日本歯科総合研究機構
在宅歯科医療について
第495回中央社会保険医療協議会
第5回歯科医療提供体制等に関する検討会委員提出資料より

増点ポイント！
ハンドブックＰ３４

訪補助



診療場所

• ほとんどがお部屋ですが、

• 土間兼食堂

• 玄関先

• 独居老人の方の訪問あるある

お部屋

音

温度



金谷より撮影



医療保険と介護保険

ショートステイの訪問診療は？

• 訪問先の確認を
医療保険で請求 施設（社会福祉施設）

 歯科のない医科病院（周術期口腔機能管理を伴う場合は歯科標榜可）
       介護保険施設 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

       介護老人保健施設（老健施設）
       介護療養型医療施設
       介護医療院、 入所（療護、更生、授産）施設 

医療保険と介護保険の給付調整有→介護保険が優先
       自宅
       居宅系施設
         サービス付き高齢者住宅、有料老人ホーム、軽費老人ホーム
         グループホーム、高齢者専用賃貸住宅、小規模多機能ホーム
         宅老所

ショートステイ（短期入所生活介護）

ショートステイの注意点
短期入所療養介護は×（急発病名可） 訪問診療と往診の違い

※介護認定審査会にて→「ロングのショート利用中（？｝」

Ｐ１

歯科訪問診療に
おける注意事項



介護保険について

居宅療養管理指導費の算定要件
・利用者、その家族だけでなく、介護支援専門員（ケアマネージャー）に対す
る居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行う。

→サービス担当者会議への参加して行うことを基本とする。参加が困難、開
催されていない場合等においては原則として文書等（メール、FAX等、診療情
報提供書も可）

・月に複数回行う場合も毎回必要、利用者の状況に変化がない場合も状況
提供する。

・居宅療養管理指導は利用者の介護度における限度額とは別枠だが、ケア
プランに入れてもらう必要あり

Ｐ７０
居宅療養管理指導
算定における注意点



ケアプランに入れてもらうとは？







介護保険請求注意点
その1
その2 集団指導有



県歯（デーエス）にて販売中です。



継続的歯周病治療の保険算定

→P重防、SPTの算定を

令和2年改訂よりP重防新設

1口腔につき月1回に限り

１～９歯 150点
10～19歯 200点
20歯以上 300点

ハンドブックには1回目の

検査とスケーリングの記載
があるけれど、2回目以降

の検査の後にも継続的に
療養が必要な場合は？

詳細は手引書Ｐ１７３
をご覧下さい。



介護保険請求について

会員ページの社保関連資料をクリック



３．介護保険請求用紙等の歯科介護レセプト作成マニュアルを選択



こちらからご覧下さいませ。 ハンドブック、手引書にも
記載あります。



訪問先のノンちゃん



義歯



河原英雄先生によるリマウント咬合調整
東京でも講習会行っています。

河原メソッド

どんな旧義歯でも咬合を安定
させると咬めるようになる。

前歯でも噛める入れ歯研究会

前歯でも噛める入れ歯研究会
（まえかめ）
(ｈｔｔｐｓ：//294qc.com)

書籍、DVDも販売されています。

アマゾンHPより

↓県歯会員専用ページライブラリにも動画有

https://294qc.com/
https://294qc.com/
https://294qc.com/


（１）局所的インシデント

① 忘れ物 （患家25件、診療所9件）
② 器具器械トラブル 11件

ポータブルの切削器具充電切れ 7件、血圧計の電池切れも

③ 落下・誤飲

口腔内スポンジの口腔内落下、寝たきり患者が不適合な上義歯を誤飲、
  ティシュコン、抜去歯の誤飲

④ 出血 3件（術後再出血）
 簡単なscを行ったが歯肉からの出血止まらず再訪問。圧迫と止血剤で止血、
入院して輸血1例（詳細不明）

⑤ 火災3件
根充時のSTの際、先からSTに引火、拭き取ろうとしてアルコールガーゼで
触れて、ガーゼに引火
ガスバーナーが周囲に引火（2件）

訪問診療におけるインシデント・アクシデント

歯科医療安全情報報告書 日本歯科医学会連合 歯科医療事故情報分析評価委員会2020．3



（２）全身的インシデント・アクシデント

 ①循環器に関連したもの

sc中に大動脈解離が発症し救急搬送（詳細不明）

 ②呼吸器に関連したもの
間質性肺炎の患者に歯周病の管理を行っていた。度々息苦しさを訴え治療の中
断があった。当日パルスオキシ メーターを忘れ、訪問看護師からの情報を元
に危険性ないと判断し、当日の診療を終了。翌日呼吸困難が深刻化し入院。２
～3週間後死亡

術前、ベッドから車いすへ移乗したところ、口唇が青白く変色（原因不明）経過観
察のみで、軽快

 ③感染症によるもの

抜歯後に敗血症と診断され、救急搬送（詳細不明）

訪問診療におけるインシデント・アクシデント



調査結果からの提言

誤飲、誤嚥の予防策
１）可能であれば患者を座位とする

２）落としやすい器具には糸をつける

３）ラバーダムやガーゼスクリーンを利用する

４）患者頭位を左または右に傾ける

５）介助者による吸引を行う

口腔内に落下させた場合の対応
６）誤嚥が生じた場合は、咳をさせる、頭を低くして背部叩打法を行う、内視
鏡による摘出を試みる。

７）タービンバー使用時にはアシスタントを付ける。

全身的インシデント・アクシデントの予防
８）局所麻酔時および循環器疾患を有する患者の診療時には、モニタを利用
する。

９）糖尿病患者では最終摂食時間を確認する

10）抗血栓薬服用者の抜歯後は局所止血を十分に行う

１１）訪問診療では器具器材を確認する



認知症対応について

ユマニチュードについて

詳しくはhttp://humanitude.care

書籍
家族のためのユマニチュード

（誠文堂新光社）
ユマニチュード入門 （医学書院）

DVD
NHK文化事業団にて貸出（登録必
要）

認知症講習会の新規受講お願い致します。

http://humanitude.care/


緩和ケア

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/gan/
gankanwa/kanwakea-manual.html

（千葉県HP
緩和ケアマニュアルで検索）

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/gan/gankanwa/kanwakea-manual.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/gan/gankanwa/kanwakea-manual.html


医療法人社団修生会
さくさべ坂通り診療所
大岩孝司先生
が、強調されていました。

介護スタッフのための緩和ケア
マニュアルより



ご清聴頂き有難うございました。

訪問歯科診療というと、何か特別なことをしなければ
ならないと感じてしまいがちであるが、その口腔内は
間違いなく今診療室で診ている患者の口腔内の延長
線上にあり、今までと同じように治療を行っていくこと
からはじめれば良いということがわかる。そして少しず
つ障害や摂食嚥下、栄養の知識を深めて、そこにもア
プローチできるようになっていけば、なお一層良いこと
である。 日本歯科医師会雑誌1月号

訪問歯科診療から得られた超高齢化社会でのかかりつけ歯科医の役割 須貝昭弘

訪問診療の進め方

須貝先生は
開業34年経過、2013年から地域歯科医師会の業務として特養に8年間訪問診療



もぐじいLineスタンプ販売中です



Trey
r e s e a r ch

在宅歯科診療の保険請求について

千葉県歯科医師会 小田 誠



• 歯科訪問診療保険請求ハンドブック

一般社団法人 千葉県歯科医師会 
8029・健  康寿命延伸委員会

令和 4 年度改訂版

8029PR キャラクター

「もぐじい」

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、昨年は保険改定がありましたので、ハンドブックを令和4年度版として制作致しましたのでご活用いただければと思います。



県歯歯科医師会のホームページより

ここを選んで個々の
ＩＤ・パスワードを入力して下さい。



ここを選択



ここの部分を
クリックしていくと
訪問診療に必要な
書類や参考資料が
あります。
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Trey
r e s e a r ch

フッターを追加 7

前回の改定で変更があったとこ
ろ



令和４年度は医療保険改定でした。
同一の建物に居住する患者数
１人

歯科訪問診療１
２人以上９人以下
歯科訪問診療２

１０人以上
歯科訪問診療３

患者1人につき

診療に要した時間

20分以上 １100点 361点 185点
20分未満 880点 253点 111点

当該患者の容体が急変し
、やむを得ず治療を中止
した場合又は当該患者
の状態により20分以上
の診療が困難である場
合1,100点算定

当該患者の容体が急変し
、やむを得ず治療を中止
した場合 361点算定

・「院内感染防止対策に関する施設基準（初診料の注1 又は注2に規定する施設基準）」の届出がない場合は
各訪問診療料から－10 点（歯援診を辞退した医療機関も同様）

・歯科診療特別対応加算に準ずる状態又は、要介護３以上に準じる状態等により、２０分以上の診療が困難である
場合においては、診療時間が２０分未満であっても「歯科訪問診療１」を算定して差し支えない。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
改定項目の中で主だったものです。まず訪問診療料の２０分未満の点数に変更があり、１人の場合は点数が上がりました。これにより１人の場合の訪問診療のハードルが下がり、訪問算定もしやすくなると思います。



歯科訪問診療料に係る加算

通信画像情報活用加算（ICT 加算）…………  30 点（月１回）
・在宅療養支援歯科診療所１、在宅療養支援歯科診療所２、

地域歯科診療支援病院歯科初診料のいずれかの施設基準が必要。

・ 歯科訪問診療１及び２への加算。
・過去2月以内に訪問歯科衛生指導料を算定した患者が対象。
・訪問歯科衛生指導料を算定する日（歯科訪問診療料を算定する日は除く）に、歯科衛生士等がリ
アルタイムで口腔内のビデオ画像を撮影、そのビデオ画像により歯科医師がリアルタイムに患者の
口腔内を観察し、得られた情報を次回の歯科訪問診療に活用した場合に算定する。
患者1人につき月1回の算定。

・観察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用は療養の給付と直接関係ないサービス等の費用と
して別途徴収できる。

・居宅療養管理指導（歯科衛生士等が行う場合） を実施時に口腔内を観察した場合も同様に算定で
きる。

・観 察の内容・観察を行った日等の要点をカルテに記載する。
・摘要欄記載：歯科医師が口腔内を観察した際の訪問歯科衛生指導料、（介護予防）居宅療養管理
指導費（歯科衛生士等が行う場合）を算定した年月日を記載する。

令和４年度に新設

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
新設された項目として、通信情報活用加算です。施設基準が必要です。



令和４年歯度科診訪療問報診酬療改料定にで係変る更加が算ある要点

口腔細菌定量検査 ………130 点（要施設基準）

口腔内細菌定量分析装置が必要
対象病名は口腔バイオフィルム感染症

・訪問診療の患者、または特別対応加算の患者が対象。
・月に 2 回までの算定、1月以内の再検査は 50/100で算定
・P基本検査、P精密検査、P部検と同月算定は不可

令和４年度に新設



在宅総合医療管理加算
（在歯総医） …………………50点

• 以下の主病において、別の医科の保険医療機関より歯科治療にお
ける総合的医療管理必要であるとして文書による診療情報の提供
を受けたものに対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場
合50点を加算する。

• 別の医科の保険医療機関から歯科治療における総合的医療管理が
必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたもの
に対し必要な管理及び療養上の指導等を行った場合に加算する。

• 糖尿病、骨吸収抑制薬投与中、感染性心内膜炎のハイリスク患者、
関節リウマチ、血液凝固阻止剤投与中、HIV感染症の患者
施設基準がなくなり、すべての医療機関が算定可能。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
施設基準を廃止し、全ての歯科医療機関が対象となりました対象患者にHIV感染症患者が追加されました



令和６年度は介護保険改定です。
居宅療養管理指導が令和３年度から以下となりました。

1人の場合
歯科医師による居宅療養管理指導：５１６単位
歯科衛生士による居宅療養管理指導：３６１単位
２人～９人の場合
歯科医師による居宅療養管理指導：４８６単位
歯科衛生士による居宅療養管理指導：３２５単位
１０人以上の場合
歯科医師による居宅療養管理指導：４４０単位
歯科衛生士による居宅療養管理指導：２９４単位

※要支援の場合は単位に変わりは無く要介護と同じ
単位ですが、表記が予防居宅療養管理指導となり
サービスコードも変更になります。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
保険改定についての詳細はハンドブックか手引書をご覧ください。また、介護保険についても令和３年度に改定がありました。



令和６年度は介護保険改定となります。
施設側が算定する歯科医師、歯科衛生士が関
与する項目

▫口腔衛生管理体制加算（3年の経過措置で廃止）
▫口腔衛生管理加算（Ⅰ）、（Ⅱ）
▫口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）、（Ⅱ）
▫口腔機能向上加算（Ⅰ）、（Ⅱ）
▫栄養マネジメント加算（３年の経過措置で廃止）
▫栄養マネジメント強化加算 等

令和６年で経過
措置廃止予定



歯科訪問診療を行うにあたって
知っておくべきこと



訪問診療を行うにあたり知っておきたいこと
・対象患者は通院困難な患者（寝たきり状態の患者のみならず、

心身の状態等が医学的に見て問題のあるものも含む）
・訪問診療に行くことが出来る範囲は自院から１６Km以内
・患者が介護認定を受けているか事前に確認
・自宅または居宅系施設へ訪問診療は、介護認定されている場合は

原則、介護保険請求が優先。その場合ケアマネージャー並びに
利用者若しくはその家族へ居宅療養管理指導の情報提供が必要

・介護認定されていても施設への訪問診療の場合は介護保険請求は
ありません。医療保険のみ。

・介護サービスには支給限度額があるが、居宅療養管理指導は
限度額対象外となる。



介護保険認定
あり

医療保険＋介護保険
（居宅療養管理指導）

介護保険認定
なし

医療保険のみ

自宅
介護保険認定ありなしに

関係なく
介護保険請求は出せません。

医療保険のみ！

施設
訪問先、介護保険の有無による保険請求について



訪問診療に行ったらするべきこと

歯科訪問診療料を算定
する場合は、右のような
計画書を作成するか、
計画の要点を診療録に
記載する必要があります。



訪問診療に行ったらするべきこと（介護認定患者）

介護認定を受けている患者の
自宅、居宅系施設での指導管
理は、原則介護保険が優先と
なります。
処置等は医療保険、指導管理
は介護保険となります。居宅療
養管理指導の算定においては、
ケアマネジャーへの情報提供
が必要です。



※提供文書の控えはカルテに
添付するなどして

必ず保管しておきましょう！

歯科疾患在宅療養管理料を
算定した場合はこのような
用紙を添付、提供するか、
その内容をカルテ記載して
ください。



歯科訪問診療２、歯科訪問診療３を算定した場合

施設などに訪問し、
２人以上診療をしたら、
このような用紙に必要事項を
記載して、ケアマネージャー等
に文書提供する。
この控えを必ず採っておくこと。



歯科衛生士が２０分以上指導を行なった場合に算定訪問診療時間と重ならないように！

訪問歯科衛生指導料

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここまでのことが訪問診療でわかっていただけたら、先にも話した訪問診療に行ったらするべきこと介護認定患者の場合について少し話します。



歯科衛生士による居宅
療養管理指導実施記録

介護保険改定により新しくなった用紙は
デーエスにて販売されますので、お問い合わせください。

歯科衛生士による居宅療養管理指導に係る
スクリーニング・アセスメント・管理指導計画



歯科訪問診療のカルテ記載例（介護保険分）

①保険者番号 ②被保険者番号 ③認定有効期間 ④要介護区分

〈１号用紙の記載について〉

医療保険と介護保険の
診療録を併記する場合、
1号用紙【備考欄】に、

介護保険の患者情報を
記載する。

①保険者番号

②被保険者番号

③介護認定有効期間

④要介護区分



歯科訪問診療のカルテ記載例（介護保険
分）

〈２号用紙へ介護保険の記載について〉

居宅療養管理指導 ５１６単位

歯科衛生士等居宅療養管理指導

１回目 ３６１単位

医療保険の診療録に
併記する場合、

介護保険の部分は下
線を引く、枠で囲むな
ど明確に区分できるよ
うにしておく。

介護保険部分の点数
欄は斜線を引く。

歯周基本治療処置（Ｊ）

訪補助（１）（同一建物居住者以外）

DH千葉 市子

７〜〜７
1,100

10

90

浦安 太郎 浦
安

本日合計 1,200 ￥０



保険請求で気を付けるべき摘要欄記載について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
訪問診療のレセプト記載でよく返戻があるところですので、記載漏れに注意してください。訪問日時、場所、理由を忘れずに！



保険請求で気を付けるべき摘要欄記載について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
その訪問理由ですが、通院困難、歩行困難だけではなく、なんで通院・歩行困難なのかを記載お願いいたします。



居宅療養管理指導の保険請求（介護保険）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
現在、介護保険請求は新規に始める場合は、電子媒体であるCDやオンラインとなります。レセコンを利用していない場合はこの国保連合会のアドレスから電子請求できるひな型がダウンロードできますので、それを使って請求をお願いいたします。



Trey
r e s e a r ch

こんな場合の対応は？ 指定難病の患者様について

指定難病で指定難病医療受給者証を使用して診療するには
指定医療機関になる必要があります。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
実はあのままでいたらきっと近い将来、何かの病気になり、指定難病を受けていたかもしれません。



Trey
r e s e a r ch

「難病の患者に対する医療等に関する法律」により、指定難病にかかっている
患者の方に対する新たな医療費助成制度が開始されています。

この医療費助成制度では、指定難病にかかっている患者の方が、医療費（調剤
医療費を含む。）の支給を受けるには、都道府県知事から「指定医療機関」の
指定を受けた医療機関で医療を受けることが必要になります。

※「指定医療機関」と「指定医」の指定は異なります。指定医のいる医療機関
であっても、指定難病医療受給者証を取り扱うためには、指定医療機関の指定
を受ける必要があります。

患者様には、指定医療費の公費負担制度を利用され、指定医療機関にてお支払
いになった自己負担額を月ごとに管理するための手帳をお配りしております。

指定医療機関となった場合には自己負担限度額管理手帳への記入をお願いいた
します。



Trey
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フッターを追加 30

アドレスはhttps://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/alle-nan/nanbyouiryouhou/siteiiryou.html



Trey
r e s e a r ch

提出先
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1番1号
健康福祉部疾病対策課難病審査班
電話：043-223-2575

指定医療機関は開設者の申請により、
都道府県知事が指定します。
なお、指定は原則として申請が
受理された日の翌月1日から指定します。



Trey
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１２３８０２９
もぐろ ふくぞう

喪黒 福造



Trey
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医療機関の合計が

限度額を超えた時点
でその後は負担金は
無しとなります。

自院のみで限度額を
超えても同様です。
介護保険請求分も
合算してください。

9/9 チーバ歯科   浦



Trey
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34

算定事例



算定事例➀
居宅（自宅）で、歯科衛生士同伴の下、
患者１人を訪問診療した場合で
介護保険併用算定と医療保険のみの場合

・最終外来受診から２年１０か月、
歯周初期治療からメインテナンスを行なった場合



最終外来受診から２年１０か月、歯周治療からメインテナンスに移行の場合
・P検査のみ

 ５ ～ ５
 ４ ～ ５

月日 診療内容（医療保険＋介護認定） 点数 診療内容（医療保険のみ） 点数

５/１ 歯科訪問診療１
歯周基本検査（初回）
訪補助 ロ(１)（同一建物居住者以外）
訪問診療移行加算

歯科医師による居宅療養管理指導
歯科衛生士による居宅療養管理指導

1,100
200
90

100

5１６単位
3６１単位

歯科訪問診療１
歯周基本検査（初回）（20歯以上）
歯科疾患在宅療養管理料
文書提供加算
訪補助 ロ(１)（同一建物居住者以外）
訪問診療移行加算
訪衛指１(単一建物居住者以外）

1,100
200
２０0
10
90

100
360

日計 保険点数と介護保険単位を合算 23６７ 2060

P１

摘要欄記載
外来最終受診：令和３年７月1６日
訪問場所：居宅・訪問時間：５/１：12:06〜12:29
訪問理由：脊柱管狭窄症による歩行困難のため通院困難
訪衛指：５/１：12:33〜12:58

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
訪衛指、訪問歯科衛生指導料は、月４回の算定が出来ますが、訪問診療を算定した日から１ヶ月以内で療養上必要な指導を行なったら算定できます。また、歯科医師が安定していると判断した場合は２ヶ月以内、衛生士単独で行けます。でもこれを算定できるのはひとりに対して２０分以上実施した場合です。診療で行ってる時間ではダメですよ。その時間とは別で２０分です。



P１

月日 診療内容（介護認定あり） 点数 診療内容（医療保険のみ） 点数

５/８ 歯科訪問診療１
スケーリング
スケーリング（加算）
訪補助 ロ(１)（同一建物居住者以外）
訪問診療移行加算
機械的歯面清掃
歯科医師による居宅療養管理指導
歯科衛生士による居宅療養管理指導

1,100
72

38×5
90
100
７２

５１６単位
３６１単位

歯科訪問診療１
スケーリング
スケーリング（加算）
訪補助 ロ(１)（同一建物居住者以外）
訪問診療移行加算
機械的歯面清掃
訪衛指１(単一建物居住者以外）

1,100
72
38×5
90
100
７２

360

日計 保険点数と介護保険単位を合算 ２５０１ 19８４

最終外来受診から２年１０か月、歯周治療からメインテナンスに移行の場合
・スケーリング
  ５ ～ ５

  ４ ～ ５

外来最終受診：令和３年７月1６日
訪問場所：居宅・訪問時間：５/８：12:16〜12:45
訪問理由：脊柱管狭窄症による歩行困難のため通院困難
訪衛指：５/８：12:50〜13:16



最終外来受診から２年１０か月、歯周治療からメインテナンスに以降の場合
・P検査のみ 口腔内の状態は安定しているためメインテナンス

 ５ ～ ５
 ４ ～ ５ ※体調があまり良くなく２０分未満の診療となった

月日 診療内容（医療保険＋介護認定） 点数 診療内容（医療保険のみ） 点数

６/５ 歯科訪問診療１
歯周基本検査（２回目）
訪補助 ロ(１)（同一建物居住者以外）
訪問診療移行加算

歯科医師による居宅療養管理指導
歯科衛生士による居宅療養管理指導

1,100
200
90

100

5１６単位
3６１単位

歯科訪問診療１
歯周基本検査（２回目）
歯科疾患在宅療養管理料
文書提供加算
訪補助 ロ(１)（同一建物居住者以外）
訪問診療移行加算

1,100
200
２０0
10
90

100

日計 保険点数と介護保険単位を合算 23６７ 1700

P１

外来最終受診：令和３年７月1６日
訪問場所：居宅・訪問時間：６/５：12:36〜12:49※
訪問理由：脊柱管狭窄症による歩行困難のため通院困難

※20分未満のため880点に減算、やむを得ず中止、治療困難の場合は1,100点算定

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
訪衛指、訪問歯科衛生指導料は、月４回の算定が出来ますが、訪問診療を算定した日から１ヶ月以内で療養上必要な指導を行なったら算定できます。また、歯科医師が安定していると判断した場合は２ヶ月以内、衛生士単独で行けます。でもこれを算定できるのはひとりに対して２０分以上実施した場合です。診療で行ってる時間ではダメですよ。その時間とは別で２０分です。



最終外来受診から２年１０か月、歯周治療からメインテナンスに以降の場合
・P重防

 ５ ～ ５
 ４ ～ ５

月日 診療内容（介護認定あり） 点数 診療内容（医療保険のみ） 点数

６/１５ 歯科訪問診療１
P重防（初回）（２０歯）
訪補助 ロ(１)（同一建物居住者以外）
訪問診療移行加算

歯科医師による居宅療養管理指導
歯科衛生士による居宅療養管理指導

1100
300
90

100

516単位
361単位

歯科訪問診療１
P重防（初回）（２０歯）
歯科疾患在宅療養管理料
文書提供加算
訪補助 ロ(１)（同一建物居住者以外）
訪問診療移行加算
訪衛指１(単一建物居住者以外）

1100
300
200
10
90

100
360

日計 保険点数と介護保険単位を合算 2467 2160

P２

外来最終受診：令和３年７月1６日
訪問場所：居宅・訪問時間：６/１５：12:36〜12:49※
訪問理由：脊柱管狭窄症による歩行困難のため通院困難
訪衛指：６/１５：12:53〜13:18



Q.ポータブルユニットが無く、手用スケーラーでスケーリングを行った場合に
スケーリングを算定してよいのか？

A.算定して問題ありません。

Q.外来最終受診から2年10か月から訪問診療を継続的に行っていて、
現在3年を過ぎた場合に歯科訪問診療移行加算を算定してもよいのか？

A．3年以内に訪問診療に移行して継続して訪問診療を行っているのであれば、
算定しても問題ありません。

Q.介護認定患者を介護保険請求をせずにいましたが、
そのまま介護保険請求をせずにいてはダメですか？

A．介護認定されている場合は介護保険優先となります。今からでも構いませんので、
介護保険請求してください。医療保険を返還する場合があります。

算定事例➀についてのQ&A



算定事例②
居宅（自宅）で、歯科衛生士同伴の下、
患者２人（ご夫婦）を同日に訪問診療した場合
夫：介護認定：要介護３、介護保険＋医療保険
妻：医療保険のみ

主訴 夫：口腔ケア 妻：歯石がある



月日 夫：口腔ケア
認知症 要介護３

７〜５ ４〜７ ４〜１１〜３
７〜 〜７ Ｐ ＭＴ

点数 妻：歯石がある。
慢性関節リウマチ

５〜 〜５
 ７〜３ ３〜７Ｐ       

点数

10/3 歯科訪問診療１（10:23〜10:35）
（治療に協力得られない）
歯科診療特別対応加算
歯周組織の状態
（歯肉発赤・腫脹あり、歯石沈着あり）
訪補助 ロ(2)（同一建物居住者）

歯科医師による居宅療養管理指導
歯科衛生士による居宅療養管理指導

1,100

175
―

30

516単位
361単位

歯科訪問診療２（10:40〜11:03）
歯周基本検査（初回）（20歯以上）
歯科疾患在宅療養管理料
文書提供加算
スケーリング
スケーリング加算
歯周基本治療処置
訪補助 ロ(2)（同一建物居住者）
在宅等療養患者専門的口腔衛生処置（DH）

361
200
200
10
72

38×5
10
30

130

日計 保険点数と介護保険単位を合算 ２１８２ １２０３

居宅：同一世帯２名の訪問診療

・二人とも介護認定を受けていた場合は２〜９人は歯科医師による居宅療養管理指導は各４８6単位
 歯科衛生士による居宅療養管理指導は各３２5単位となります。

・歯科訪問診療料は施設の場合、同日２名では２名とも歯科訪問診療２、また介護認定を受けていても
介護保険請求は出来ません。

・訪問診療のレセプトでは摘要欄に訪問時間、訪問場所、訪問理由等の記載が必要です。



月日 夫：口腔ケア。
認知症 要介護３

 ７〜５ ４〜７       ４〜１１〜３
 ７〜 〜７     Ｐ           ＭＴ

点数 妻：歯石がある。
慢性関節リウマチ

   ５〜 〜５
  ７〜３ ３〜７Ｐ

点数

10/1５ 歯科訪問診療２（11:03〜11:23）
（治療に協力得られない）
歯科診療特別対応加算
スケーリング
スケーリング加算
歯周基本治療処置
機械的歯面清掃
訪補助 ロ(2)（同一建物居住者）

歯科医師による居宅療養管理指導
歯科衛生士による居宅療養管理指導

361

175
１０8
５７×4
10
１０8
30

5１６単位
3６１単位

歯科訪問診療１（10:26〜10:56）
歯周基本検査（２回）（20歯以上）
訪補助 ロ(2)（同一建物居住者）

1,100
100
30

日計 保険点数と介護保険単位を合算 １８９７ 1２３０

居宅：同一世帯２名の訪問診療

機械的歯面清掃を算定した月は在宅等療養患者専門的口腔衛生処置の算定は出来ません。

夫婦で処置の順番が変わることで、訪問診療１と２が入れ替わることがあっても問題なし。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この在宅等療養患者専門的口腔衛生処置（在口衛）は衛生士さんが口腔清掃処置を行なった場合に月１回に限り算定できます。またこれは訪衛指とは違い訪問診療の時間に含まれます。（別途時間を設けなくてよい）単独で衛生士さんが行ったときは算定不可



Q.歯周病検査なしでスケーリングをしてから、次にSRPをする場合も歯周病検査なしで
行ってもよいか？

A.歯周病検査が出来ない場合のスケーリングは算定できますが、その後にSRP等を
行うときには歯周病検査が必要です。

Q.自宅で夫婦２人診療した場合、1人目と2人目が入れ替わって何回か訪問診療した
場合、歯科訪問診療１と２の両方を入れ替わり算定して大丈夫とのことですが、
何かレセプト記載は必要ですか？

A.訪問診療なので、訪問日、実施時間、訪問先、訪問理由の摘要欄記載のほかに
同一世帯ということで、歯科訪問診療1を算定したほうの摘要欄に
「同一建物居住者」と記載してください。

算定事例②についてのQ&A



２期４年、
走り続けた２９委員会
これからも
２９委員会は
さらに進化して
いく事でしょう。
皆さんも
健康寿命延伸のために
何かしていきましょう！



ご清聴ありがとうございました。



院内予防感染防止対策と
偶発症に対する緊急時の対応、

医療事故対策等の医療安全対策について

令和5年度 在宅歯科医療推進に関する研修会

千葉県歯科医師会 蛭田慎一

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
それではこれより院内感染および医療安全対策についてご説明させていただきます。８０２９・健康寿命延伸委員会委員の　蛭田慎一です。宜しくお願い致します。



院内予防感染防止対策と偶発症に対する緊急時の
対応

医療事故対策等の医療安全対策について

新興感染症における院内感染対策

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今まで何度もお伝えしている内容ですので会員の皆様にとりましては、もうすでにご存じの内容だとは思いますが、今回は具体的な医院での対応を中心に手短にお話しさせていただきます。また新型コロナウィルスも含む新興感染症についての対応につきましてもお話し致しますので、今現在自院で行っている対応のチェックも兼ねましてお聞きいただければ幸いです。



院内感染とは

•病院で接種された(植え付けられた)微生物によって

惹起される感染症を院内感染(病院感染)という。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず初めに院内予防感染対策について、院内感染は何らかの原因で院内でうつされた感染症のすべてで



①一般歯科診療室における院内感染対策

院内感染が生じる状況とは

1. 歯科治療に伴って生じる交叉感染

 ・消毒が不十分な器械、器具の使用

 ・医療従事者の手指衛生の不十分

 ・切削時の血液

 ・唾液の飛沫

 ・汚染されたグローブでの環境への接触 など

2.診療室での流行性疾患の蔓延

どのようなことで院内感染
が起こってしまうかを
スタッフ全員で共有する
ことが重要！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
原因はこのように歯科治療におけるすべての行為が当てはまります。２の流行性疾患の蔓延は現在の新型コロナウィルス感染症における院内クラスターを想像していただければと思います。院内感染は十分に注意をしていても起きうることですが、働くスタッフのほんの少しの意識で大幅に改善できますので、どのような事で院内感染を起こしてしまうかという事は院長として伝える必要があると考えます。



院内感染が生じる状況の例

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このように手袋をつけたままでの作業はまさに感染源を広げる行為です。また手袋の箱を飛沫が飛ぶような位置に保管することもNGです。忙しい診療時間の中での作業ですので手袋を片側だけ外し反転させて装着することで感染リスクは下がると思われますが、どんな手袋にも数％程度穴が開いているといわれておりあまり推奨できません。やはり手袋を外し消毒してから他のものに触ることが大切になります。手に汗をかいて手袋の装着に時間がかかるのであればベビーパウダーやこのようなインナーグローブジェルなどを利用すると時間短縮につながります。



感染予防の三原則

1.病原体の除去（標準予防策の適応）

2.感染経路（標準予防策の適用）の遮断

3.感染性宿主（ワクチン接種）の抵抗力増強

感染の３因子

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
感染予防の三原則はこの感染の三つの因子を抑え込むことです。感染性宿主に関してはワクチンを接種などで宿主自体の抵抗力を高めることで予防します。病原体の除去、感染経路遮断に有効とされているのが



病原体の除去、感染経路遮断に有効

標準予防策
（スタンダードプリコーション）

『すべての患者は未同定であり、感染の可能性のあるものとして取り扱い、

針刺し事故の防止や血液曝露に対する 対策を講じようとする』考え方であ

り、すべての患者の体液、排泄物、血液、病理組織、胎盤、抜去歯は感染

の可能性のあるものとして取り扱う。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
標準予防策いわゆる、スタンダードプリコーションと呼ばれているもので、すべての患者のすべての組織を、感染の可能性があるものとして取り扱う考えのもと診療に当たるという考え方です。



スタンダードプリコーション（標準予防策）による
歯科診療室での対応例

血液

唾液

体液

喀痰

尿

便

膿

触ったら

汚れそうなときには

床が汚れたら

針に対して

手洗い

手袋、ゴーグル、エプロン

清拭、消毒
（次亜塩素酸ナトリウム）

リキャップ✖
（すくい上げ法）

耐貫通容器

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
具体的にはこのような対応です。感染性のあるものに触ったら手を洗う。汚れそうな時は手袋、ゴーグルを使用する。床が汚れたら　せいそう、消毒をする。またこの中で一番感染リスクが高いものは針刺し事故です。可能であれば一回使い切りの使用が望ましいですが、キャップ式の注射針では手を使ったリキャップは避け、すくい上げ法で行ってください。



歯科診療室での環境感染制御

• 空気感染（飛沫感染）

• レーザー/エレクトロサージェリーの

飛沫粉塵や術中発生の煙

• ユニット関連の表面

（ノンクリティカルな表面：チェア部分など）

• ハウスキーピング表面

（床、壁、カーテンなど）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
歯科診療室での環境感染制御ではイソジンやリステリンの含そうで口腔内の細菌をあらかじめ減らすことはとても有効です、切削粉じんや煙は口腔外バキュームを使用することも有効です。またチェアーや手すりなど患者さんが触る部位の消毒も可能な限り行いましょう



• 手指の消毒

• 歯科処置時の手袋使用

• 歯科医療従事者のマスク、キャップ、

医療用メガネ、白衣など

適切に使用しなければ効果がない！

チェアサイドの術者と患者対応

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
チェアサイドでの術者と患者間の感染予防は、術者側からの感染を防止する手指の消毒と、相互からの感染を予防する手袋やマスク、キャップ、医療用メガネ、白衣などがあげられます。それらをきちんと使用することが大切で、適切に装着しなければ効果がありませんので注意が必要です。



手洗い

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
手洗いの時間については特に規定があるわけではありません。2分間で十分であるといわれていますが、時間よりも適切な方法で洗われていることが重要です。手洗いは歯科診療の感染防止のみならずコロナウィルスなどすべての感染予防の基本ですので、今一度手洗い方法についてご確認ください



流水下の手洗い
「スクラブ法」

擦式消毒法
「ラビング法」

手洗いの方法
その日の処置のはじめに、石鹸を用いて１分間洗い、その後にア
ルコールベースの消毒薬を刷り込み法を行い、特別な汚染がな
いときにはアルコールベースの消毒薬刷り込みを行う

• 手指の消毒

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
消毒方法についてその日の処置のはじめに、石鹸を用いて１分間洗い、その後にアルコールベースの消毒薬を刷り込みます。特別な汚染がないときにはアルコールベースの消毒薬で刷り込みを行う事が有効とされています。診療を行っていく中で汚染物質に振れた場合は手洗いから行ってください。



一般歯科治療での器具・器材の取り扱い

□ 適切な「洗浄」「消毒」「滅菌」

□ 可能な限りディスポーザブル製品の使用

タンパク質を分解！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に器具器材の取り扱いです。消毒方針の指針を示します。可能な限りディスポーサブルのものを使うことが推奨されていますが、多くの機材を使用する歯科診療において再利用可能なものがほとんどです。器具の取り扱いで最も大切なポイントは付着している汚れや有機物など異物を除去する「洗浄」です。これができていなければその後に消毒・滅菌をしても不十分になり意味がありません。具体的には、しっかりと機械的に見える汚れを除去すること、バーやファイルなど凹凸の多い器具には超音波洗浄などを用いたのち、蛋白質を分解する洗浄液に浸し、汚染を除去します。



引用元：日本歯科医学会監修
『エビデンスに基づく一般歯科診療における 院内感染対策
実践マニュアル 改訂版』永末書店刊 2015年2月

医療器具の処理方法における分類

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
医療器具の処理方法における分類です。感染リスクの程度に応じて医療器具を3つのカテゴリーに分類し整理したものです。ハンドピースもクリティカルに分類されており滅菌処理もスタンダードとなってきました。そのほか必要とする方法がそれぞれ違いますので、それぞれ合った方法で処理をして下さい。



 医療廃棄物は家庭用廃棄物とは分別され、歯科診療上では、原則と

して感染性廃棄物（産業廃棄物と一般廃棄物）、産業廃棄物（非感染

性）、一般廃棄物（非感染性）の3種類に分けられる

 医療廃棄物は適切な梱包と処理の方法にしたがって行う

感染性
廃棄物

産業
廃棄物

一般
廃棄物

医療廃棄物処理

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
医療廃棄物処理は原則感染しているか　していないか、産業廃棄物か一般廃棄物かで処理方法が異なりますので、適切な処理をお願い致します。



消毒薬の選定

 濃度が低下するため１－３か月で使い切る

 エタノール耐性菌が増殖するので毎日交換

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
消毒薬は、使用する器具の用途と、殺滅可能な微生物の種類により使い分けます。よく使用する次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤の原液には、開封後の使用期限は定まっておりませんが、用法に「開栓後はお早めにお使いください」と記載されています。室温が高い場所、直射日光のあたる場所などでは薬剤の有効濃度が低下するため、適切な場所に保管し開封後 1 ～ 3 カ月程度で使い切ることが望ましいです。また精製水で希釈し薄めて使用する場合がほとんどですが低濃度の薬品は細菌汚染を受けますし、このような消毒用エタノール綿では、作り置きや薬剤の継ぎ足しをすることでエタノール耐性菌を増殖させてしまいます。原則的に、毎日その日の分を作成し、終わったら破棄することをお勧めします。可能であればこのような１日使い切りの製品を取り入れるのもよいと思います。。



•復唱確認

自分の聞き間違いだけでなく、相手の言い間違いに気づくことが出来る

•指差し呼称

確認する物を指で指し示しながら、声を出して確認する

•ダブルチェック

１人で確認するだけでなく、２人で協力して確認する

ヒューマンエラーの防止策
-人は誰でも間違える-

医療事故を起こさないために

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
医療事故を起こさないためには「人は誰でもエラーする」という考えのもと行動することが大切です。復唱確認やしさこしょうは声を出して確認することで自分の間違いだけでなく、相手の間違いに気づくことが出来ます。できる限り一人ではなく、複数で協力して確認できる体制を整えていきましょう



ヒ

• インシデントレポート(ヒアリハット報告)

• 個人を責めるのでなく組織の失敗と捉え、情報をみんなで

共有することで再発防止に役立てる

ヒヤリハット

アクシデント

医療過誤

インシデント

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
またリスク管理のためには、ハインリッヒの法則の通り、重大な事故を起こすには29個の事故があり、その十倍３００個のヒアリハットが起こると言われています。普段からヒヤリハットの報告を行い、情報をみなで共有することで再発を防止し重大事故につながらないように努めることも重要です。



偶発症に対する緊急時の対応、

医療事故対策等の医療安全対策について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここまで入念に気を付けていても起こりうるのが医療事故です。万が一事故が起きてしまった際に適切に対応できるように定期的に確認しておくことが大切です。
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神経原性ショック

過換気症候群

血管収縮薬過敏症

局所麻酔薬アレルギー

虚血性心疾患

低・高血糖発作

異常高血圧

局所麻酔薬中毒

脳卒中

てんかん発作

不整脈

気道閉塞

その他・不明

歯科治療時における全身偶発症の種類と発生頻度

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらに歯科診療時に起こる偶発症の発生頻度を示します。不安や恐怖心などからおこる神経原性ショックや過換気症候群が多くみられますが、その他循環器疾患やアレルギーなど様々な症状が発現します



1. 治療中断：口腔内にある器具、装置を除去

2. 酸素ボンベ用意、意識状態の確認、全身所見の観察

3. モニター装着(SPO2モニター、血圧計)

ＳｐＯ2<90％ ⇒ 酸素療法開始

偶発症発症時の一般的対応

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
異常な症状が発現した場合、一番大切なポイントは初動対応です。治療を中断しすぐに酸素ボンベやモニターなどを用意し全身状態を確認します。その際医師だけではなくスタッフすべてが慌てず行動ができるように、必要な機材がどこにあるのか確認しておきましょう



救急時の対応

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
救急時の対応はこのようなフローチャートを頭の中に入れて行動すると間違いなく行動できます。事故が起きた際は気が動転してしまい冷静な判断をすることが困難です。投与する薬剤は頻繁に使用するものではないので、使用法や投与量などすぐに確認できるように救急薬品と同じ場所にいれておくことをお勧めします。



（BLS プロバイダーマニュアル 2015 より引用）

BLS（１次救命処置）
成人の心肺停止アルゴリズム
2015

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず反応があるか確認、意識がなく、呼吸脈拍も確認できない場合は直ちに心肺蘇生を開始します。AEDの用意と救急車の要請を同時に行い、呼吸の確認、なければ胸骨圧迫を強く早く絶え間なく行います。３０回(１分あたり100～120回)と人工呼吸２回(１回１秒かけて吹き込む)のサイクルを繰り返します。AEDが届き次第装着し、それに従い蘇生処置を施していくという流れですが、救急時では、可能な限り多くの人が対応できることが大切ですので、医師だけでなくスタッフ全員が適切に動けるように定期的に確認しておくことが人命、はたまた自分の医院を守ることにつながります。



• 皮膚

直ちに血液を絞り出し大量の流水で十分洗浄後、傷口を１％次亜塩素酸ナトリウム溶液

(ヤクラックスD)または消毒用アルコールで消毒、受傷者および患者の感染の有無を確かめる

• 眼

ポリビニールアルコールヨウ素剤(PA.ヨード液)による消毒と多量の水による洗浄

• 口腔

大量の水ですすぎ、ポピドンヨード(イソジンガーグル)でうがいをする

受傷者 → 連携病院へ必要な検査を受ける

対象患者 → 安全管理者が説明し必要に応じて検査をしてもらう

針刺し・切創 事故が起きた場合

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
針刺しや切そう事故を起こしてしまった場合、劇症肝炎など重大な問題に陥る可能性がありますので適切な対応が必要です。事故が起きた際は皮膚、眼、口腔と必要な対策を直ちに行います。受傷者は速やかに連携病院で必要な検査を受け、必要な場合は追跡調査も受けます。対象患者には医療安全管理者が事情を説明し、同意が得られれば必要に応じて連携病院においてスクリーニング検査を受けてもらうことになりますのでそうならないように注意しましょう



針刺し事故を起こさないために

すくい上げ法

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
針刺し事故を起こさないために、注射針は可能であれば一回使い切りの使用が望ましいですが、現実的に難しいのが現状です。キャップ式の注射針では手を使ったリキャップはとてもリスクが伴います。キャップをトレーにおいて装着させる「すくい上げ法」が有効です。また治療を進めていく中で知らず知らずのうちにキャップが外れ危ない思いをした先生も多いと思います。診療で使うトレーとは別にしておいておくのがよいと思います。



医療事故発生時の対応

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
万が一事故が起こってしまった場合はこのように適切に対応しましょう。救命処置を終えた後は起こったことを確認し、患者とご家族に事実を速やかに報告し、真しで誠実な対応を心がけます。



•記録方法を経時的記録に変える

•事実のみ客観的かつ正確に記録する。

•「～と思われる」、「～のように見える」

などの表現はしない。

•患者・家族への説明や、やりとりも必ず記録し、

言った言葉の通り記載する。

•５Ｗ(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ)・

１Ｈ(どのように)で整理する。

医療事故の記録

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
記録については時系列にしたがって、客観的に事実のみを記載します。その際「～と思われる」、「～のように見える」というような曖昧な表現は避けたほうがよいです。患者、家族とのやり取りや説明した内容は話した言葉のまま記録することが望ましいです。万が一、訴訟になった際はこれらの記録が重要な証拠となりますので、必ず控えておきましょう。



新興感染症における院内感染対策

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に、新型コロナウイルス感染症を含む新興感染症への対応についてご説明いたします。



新興感染症
その発症がにわかに注目されるようになった感染症に対する総称
局地的あるいは、人物の移動による国際的な感染拡大が公衆衛生上の
問題となるような感染症のことをいう。

また、過去に流行した感染症で、一時は発生数が減少したものの再び出
現した感染症を「再興感染症」という。

これまでの代表的な新興感染症

1976年 エボラ出血熱

1981年 エイズ（後天性免疫不全症候群）

1996年 プリオン病

1997年 高病原性鳥インフルエンザ

1999年 ニパウイルス感染症

2002年 SARS（重症急性呼吸器症候群）

2012年 MERS（中東呼吸器症候群）

2019年 COVID-19（新型コロナウイルス感染症）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
新興感染症とは、その感染症が国際的に感染拡大し問題となるような感染症に対する総称です。また過去に流行した感染症で、一時は発生数が減少したものの再び出現した感染症を「再興感染症」といいます。この定義は1990年に初めて発表されたもので、1970年以降に発生したものが新興感染症として扱われています。�定義されて以降少なくとも30以上の感染症が新たに確認されており、代表的なものはこれらになります。�最近では病原体やその治療法も早期に把握できるようになり、感染症による死亡者は減少しました。しかしながら2019年に確認されたコビットナインティーン、いわゆる新型コロナウィルス感染症が全世界でとてつもない影響をあたえました。



新型コロナウイルス感染症 

 国際正式名称「COVID-19」

 SARSコロナウィルス２がヒトに感染し急性呼吸器

疾患等を引き起こす感染症

 症状は発熱、咳、息切れ、味覚または嗅覚の異常、

寒気や悪寒、頭痛、のどの痛み、筋肉の痛みなど

 2019年末に発生し、2020年3月11日WHOが

パンデミック（世界的流行）相当との認識を表明

 全世界でのべ6億人以上感染 650万人死亡

(令和4年9月現在)

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
新型コロナウィルス感染症については皆さんご存じの通りと思いますが、COVIT19は国際正式名称となります。2019年すえに発生し、翌年3月11日にWHOがパンデミックを表明しました。もうすぐ4年がたとうとしていますが、ウィルスは急速なペースで変異を繰り返しながら感染力を増し全世界で猛威を振るい、いまだ収束の道筋は立っていません。様々な症状がでますが一番厄介なものは急激に呼吸が困難になる急性呼吸器疾患で感染者の5%は致命的な症状になるといわれていました。これまでに全世界で延べ6億人以上が感染し650万人以上の方が亡くなっていますが、正確な数字の把握は難しく、実際はこれの数倍にのぼると思われています。本年５月8日から新型コロナウイルス感染症は５類感染症に位置ずけられこれに伴い、医療提供体制や高齢者施設等への対応、患者に対する公費支援などこれまで講じてきた各種政策措置の見直しがされます。



（１）感染経路への対応

• スタンダード・プリコーション

• 感染経路別予防策

• エアロゾル感染対策

（２）診療に関する留意事項

• 診療室内のエアロゾル対策

：吸引装置の適正使用 切削器具の最低限使用

• ゴーグルまたはフェイスシールドの装着

• 患者の健康管理

• 治療前後の含嗽（口、喉のうがい）

• アルコール(６０％以上が有効)により不活化

（３）診療環境に関する留意点

• 「密集」・「密接」・「密閉」の回避

• 「接触感染」予防への配慮

• 受付環境への配慮

• 来所者すべての手指消毒の徹底

（４）職員に関する留意点

• 職員全員の体調管理

• 医局（スタッフルームなど）、

• 診療所内での注意事項

新興感染症「COVID-19」に対する対策

参考：「新たな感染症を踏まえた歯科診療の指針」第２版 令和３年11月 日本歯科医師会

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここからは新興感染症、ここでは主に新型コロナウィルスに対する対策について説明します。



感染経路のイメージ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
図に、感染経路のイメージを示します。。大きく分けて3つ、落ちた飛沫に接触することで感染する「接触感染」、大きな飛沫で直接感染する「飛沫感染」、小さな飛沫でしばらく空気中を漂ってから感染する「エアロゾル感染」です。診療に伴うすべての場所、行為で、このすべての感染経路について対策を講じる必要があります� 



感染経路への対応

• 標準予防策

（スタンダード・プリコーション）

• 感染経路別予防策

• エアロゾル感染対策

感染経路 とは

54

血液媒介感染

接触感染（経口感染含む）

飛沫感染

空気感染

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
感染経路への対応は、基本的な感染予防策　スタンダード・プリコーションを徹底することに加えて、感染経路別の予防策が重要です。感染経路には、「血液媒介感染」、「接触感染」、「飛沫感染」、「空気感染」がありそれぞれに予防策が異なります。空気感染、いわゆるエアロゾルに対する対応は主に換気です。窓がある場合は二か所開けエアロゾルが少ない場所から吸気を、多い場所から排気するように扇風機などで空気の流れを作ります。換気扇がある場合はできるだけ離れた場所の窓を開け吸気するのがよいでしょう。CO２モニターを活用すると換気の目安が可視化されるで参考にしてください。



診療に関する留意事項

• 診療室内のエアロゾル対策

• ：吸引装置の適正使用 切削器具の最低限使用

• ゴーグルまたはフェイスシールドの装着

• 患者の健康管理

• 治療前後の含嗽（口、喉のうがい）

• アルコール(６０％以上が有効)により不活化

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
診療に関する留意事項としては、　患者さんの口から放出される液体やエアロゾルの分散を防ぐため、口腔内でのバキューム処置を確実、的確に行うことが求められます。口腔外バキュームの活用やラバーダムを使用すること、また、エキスカなどの手用切削器具を可能な限り多用し、タービンなどの回転切削器具の使用を最低限にとどめることも有効です。ウイルスは口だけでなく目や鼻の粘膜からも侵入するので、適切なマスクの着用と、眼鏡ではなく、できればゴーグルまたはフェイスシールドの装着が望ましいです。患者の来院時には必ず健康管理として、体温チェックや咳などの全身状態の確認をおこない、治療前には消毒薬で含嗽し、口腔内の微生物の数自体を下げることも飛沫感染対策として有効な手段と考えられます。 また新型コロナウィルスはエンベロープを有するためアルコールにより不活化します。７０％以上が推奨されていますが入手が困難であれば６０％でも一定の有効性が認められています。



診療環境に関する留意点

• 「密集」・「密接」・「密閉」の回避

• 「接触感染」予防への配慮

• 受付環境への配慮

• 来所者すべての手指消毒の徹底

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
診療環境に関しては、、密閉、密集、密接、いわゆる３蜜を避けるという事が基本となります。待合室の椅子の配置や距離を考慮し、診療スケジュールも可能な限り調整して受付での密集密接を防ぎます。適切な換気を徹底することで密閉を防ぎ感染拡大防止に努めます。接触感染予防として、キッズスペースなどに遊具はおかず、消毒が困難な雑誌や本などは置かないようにします。受付での患者さんとの会話による飛沫予防として、マスク、ゴーグルの常時着用や、アクリル板などの設置も有効ですが、換気状態が悪いとかえってエアロゾル感染の危険が高まりますので注意が必要です。患者さんには来院時に手指消毒を徹底してもらい、治療行為以外の時間はマスクを装着をしてもらうことで、飛沫感染の予防につながります。



職員に関する留意点

•職員全員の体調管理

•医局（スタッフルームなど）

•診療所内での注意事項

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
職員に関する留意点は、まず従事者が感染源とならないために、スタッフの健康管理を行うことです。毎日の体温測定、体調管理をし記録を残します。体調が悪い場合は管理者と相談し勤務を見送ることも考慮しますスタッフルームなどでの会話や対面での食事は注意が必要です。密接状態での会話は避け、診療室、待合室のみでなく医局やスタッフルームにおける換気や消毒もしっかり行い院内クラスターの発生を予防しましょう



みんなで安心マーク

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは日本歯科医師会で実施されている事業です。コロナ感染に不安を抱え受診を控える方が少なくなく、受診控えがかえって虫歯歯周病を重症化させ今後大きな健康被害がでることが懸念されるなか、患者さんに安心して受診してもらえるよう感染対策を徹底している医療機関に「みんなで安心マーク」を発行するというものです。日歯のホームページより簡単に申し込むことができ、チェックリストを活用してウィルス対策の確認もできるようになっていますので是非ご活用ください。



ご清聴ありがとうございました

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上駆け足ではありますが感染予防対策につきましてご説明させていただきました。ご清聴ありがとうございました。
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令和5年度在宅歯科医療推進に関する研修

口腔機能管理

日本歯科大学

口腔リハビリテーション多摩クリニック
菊谷 武

咀嚼力は加齢と伴に低下する

地域在住健康高齢者 2000名（73.1±5.6歳）
男性994名、女性1006名
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主任研究者飯島 勝矢、サルコぺニアと口腔機能との関係に関する研究、報告書、2012.

高齢者の咀嚼障害の原因

器質性咀嚼障害 運動障害性咀嚼障害

器質性咀嚼障害 運動障害性咀嚼障害

【定義】
咀嚼に関与する器官の欠損
による咀嚼障害

【定義】
咀嚼に関与する筋力の低下や
運動制御系の乱れによる咀嚼障害
【原因】
加齢、脳血管障害、神経変性疾患、
筋疾患 認知症など

【原因】
歯の欠損、咬合不全、義歯不適合など
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サルコペニア
による
咀嚼筋力の
低下

脳の
運動制御系
の乱れ

高齢者の運動障害性咀嚼障害の原因

サルコペニア
による
咀嚼筋力の
低下

脳の
運動制御系
の乱れ

高齢者の運動障害性咀嚼障害の原因

咬合力

舌 圧

ODK

咀嚼経路
解析

加齢とともに
舌の運動能力は低下する

(kPa)

Furuya H, Kikutani T. Tongue Muscle Mass and Strength Relate to Whole-Body Muscle 
In the Community-Dwelling Elderly. J Jpn Assoc Oral Rehabil. 2016; 29(1): 1-9.

Men Women

舌筋力

20歯以上を有する地域在住健康高齢者 364 名
（男性169 、女性195 名平均年齢: 75.6±5.8歳）

日本人はどう老いていくのか?

秋山弘子 ⾧寿時代の科学と社会構想 「科学」岩波書店、2010
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秋山弘子 ⾧寿時代の科学と社会構想 「科学」岩波書店、2010

70代後半から自立度が低下する群

80代後半まで自立を維持する群

先延ばし

秋山弘子 ⾧寿時代の科学と社会構想 「科学」岩波書店、2010

70代後半から自立度が低下する群
フレイルを経て要介護に
（訪問診療で対応する） 行く道は

違えど、
行く場所
は同じ

80代後半まで自立を維持する群
ピンピンコロリルート

（最期まで外来通院可能）

抗うことができない事実

男性 女性

すべての人が
通院不可能者

になる

すべての人が
運動機能

認知機能を
低下させる

秋山弘子 ⾧寿時代の科学と社会構想 「科学」岩波書店、2010

健康なうちは通院可能だが･･･
健康寿命:介護などの必要がなく日常生活が支障なく過ごせる期間

男性 8.73歳
女性 12.07歳

不健康期間

＝
＝

81.41歳

87.45歳

72.68歳

75.38歳

平均寿命 健康寿命
（2019年） （201９年）

－
－

厚生労働省
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年齢階級別にみた推計患者数

平成29年10月平成29年（2017）患者調査の概要:厚生労働省
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歯科は、
高齢者に、
要介護高齢
者に冷たい

抗うことができない事実

男性 女性

すべての人が
通院不可能者

になる

すべての人が
運動機能

認知機能を
低下させる

秋山弘子 ⾧寿時代の科学と社会構想 「科学」岩波書店、2010

抗らうことができない事実

男性 女性

すべての人が
通院不可能者

になる

すべての人が
運動機能

認知機能を
低下させる

秋山弘子 ⾧寿時代の科学と社会構想 「科学」岩波書店、2010

私たちの使命

老いない
ようにする

老いていく先
老いていく過程を

どう支えていくか?

正常な咀嚼と嚥下

16
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正常な
咀嚼と嚥下

捕食

正常な
咀嚼と嚥下

臼歯部に
移送

正常な
咀嚼と嚥下

対側での
粉砕

正常な
咀嚼と嚥下

粉砕完了
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正常な
咀嚼と嚥下

一塊として
まとめる

咽頭に
送り込み
嚥下する

正常な
咀嚼と嚥下

歯があるだけでは･･･

脳の制御能の低下・異常

咀嚼運動の異常

咀嚼能力の低下

食形態の制限

下肢運動の異常

歩行能力の低下

移動範囲の制限
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オーラルフレイル、フレイル対策の
２つの意義

おもて
メニュー

心身の脆弱性が高まっている

適切な介入を行い、
改善を目指す（介護予防）

オーラルフレイル・フレイル対策
の意義

おもてメニュー
症例

考え方

• 口腔機能の評価から、口腔機能の低下が明らか
になり、口腔機能を通して、フレイルの存在が
明らかになった。

• 適切な介入により、心身機能の改善を目指す。

• いつまでも通院してくれることを前提とする。

おもて
メニュー

症例１
７８歳の男性
主訴:噛みにくい。食べにくいものがある。
現病歴:６５歳のころに歯周病によって抜歯を行い、欠損に対する補綴処置
を受けた。しばらく、食べるのに苦労したが、だんだん慣れてきた。３年前
より、食べにくさを自覚するようになった。
既往歴:高血圧（服薬管理中）、糖尿病（簡単な自己管理）
口腔内所見:上下臼歯部欠損。
欠損部に対して、上下ともに局部床義歯が装着されている。
全身状態:ADL（BARTHEL INDEX）: １００点
認知機能（MMSE）:２８点
体重 ６０kg 身⾧ １７０センチ
暮らしぶり:日中の多くは自宅で過ごし、1日1時間程度のゆっくりとした散
歩と、趣味の将棋を同年代の仲間と週に2回程度行うとのことでした。
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症例１
７８歳の男性
主訴:噛みにくい。食べにくいものがある。
現病歴:６５歳のころに歯周病によって抜歯を行い、欠損に対する補綴処置
を受けた。しばらく、食べるのに苦労したが、だんだん慣れてきた。３年前
より、食べにくさを自覚するようになった。
既往歴:高血圧（服薬管理中）、糖尿病（簡単な自己管理）
口腔内所見:上下臼歯部欠損。
欠損部に対して、上下ともに局部床義歯が装着されている。
全身状態:ADL（BARTHEL INDEX）: １００点
認知機能（MMSE）:２８点
体重 ６０kg 身⾧ １７０センチ
暮らしぶり:日中の多くは自宅で過ごし、1日1時間程度のゆっくりとした散
歩と、趣味の将棋を同年代の仲間と週に2回程度行うとのことでした。

自立

認知機能
問題なし

BMI
=20.8

口腔機能検査結果

• 口腔衛生状態 25％
• ムーカス 検査値 30
• 咬合力 200N （現在歯数14歯）
• 舌口唇運動機能 pa 7.1 ta 6.8 ka 6.5
• 舌圧 33kPa
• グミ咀嚼 80mg/dl
• 外食に行くための障害になっている

３２１１２３
４３２１１２３４

口腔機能検査結果

• 口腔衛生状態 25％
• ムーカス 検査値 30
• 咬合力 200N （現在歯数14歯）
• 舌口唇運動機能 pa 7.1 ta 6.8 ka 6.5
• 舌圧 33kPa
• グミ咀嚼 80mg/dl
• 外食に行くための障害になっている

３２１１２３
４３２１１２３４

口腔機能検査結果

• 口腔衛生状態 25％
• ムーカス 検査値 30
• 咬合力 200N （現在歯数14歯）
• 舌口唇運動機能 pa 7.1 ta 6.8 ka 6.5
• 舌圧 33kPa
• グミ咀嚼 80mg/dl
• 外食に行くための障害になっている

３２１１２３
４３２１１２３４

器質性
咀嚼障害
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治療法

•器質性咀嚼障害

•良い義歯を作りましょう
•せっかく口が動くのですから、、

症 例２
79歳の男性
主訴:口の中に食事が残る。義歯を入れたいと思っている。
現病歴:臼歯部は若いころに抜いた。虫歯が原因だったと思う。

義歯の作製を勧められたが希望しなかった。
既往歴:腎臓病（服薬管理中）
口腔内所見:左側臼歯部欠損、下顎両側臼歯部欠損

欠損部に対して、義歯は使用していない。
全身状態:ADL（BARTHEL INDEX）100点
IADL:近所の散歩以外の外出は、妻と共に外出する。
認知機能:（MMSE）24点
体重:50kg 
身⾧:165cm
暮らしぶり:日中の多くは自宅で過ごし、週に1回趣味の写真クラブに通っている。

最近動作が緩慢になったことが気になる。
食事状況:「食事でむせることがある。他の客に迷惑がかかるので外食は控えている」

症 例２
79歳の男性
主訴:口の中に食事が残る。義歯を入れたいと思っている。
現病歴:臼歯部は若いころに抜いた。虫歯が原因だったと思う。

義歯の作製を勧められたが希望しなかった。
既往歴:腎臓病（服薬管理中）
口腔内所見:左側臼歯部欠損、下顎両側臼歯部欠損

欠損部に対して、義歯は使用していない。
全身状態:ADL（BARTHEL INDEX）100点
IADL:近所の散歩以外の外出は、妻と共に外出する。
認知機能:（MMSE）24点
体重:50kg 
身⾧:165cm
暮らしぶり:日中の多くは自宅で過ごし、週に1回趣味の写真クラブに通っている。

最近動作が緩慢になったことが気になる。
食事状況:「食事でむせることがある。他の客に迷惑がかかるので外食は控えている」

IADL
の問題

BMI
=18.4

認知機能
若干の問題

口腔機能検査結果

５４３２１ １２３４５

１２３４５６７５４３２１

１．右側上下大臼歯欠損、左側下顎大臼歯部欠損
２．左上大臼歯は、慢性根尖性歯周炎が原因で根尖
病変が認められる
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口腔機能検査結果

口腔衛生状態 :30％
ムーカス :27
咬合力 :400N（現在歯数22歯）
舌口唇運動機能 :pa 6.2 ta 5.3 ka 4.8
舌圧 :28kPa
グミ咀嚼 :90mg/dL
食べるときに咳が出る:2点
外食を控えている :3点

診 断

口腔衛生状態 :30％
ムーカス :27
咬合力 :400N（現在歯数22歯）
舌口唇運動機能 :pa 6.2 ta 5.3 ka 4.8
舌圧 :28kPa
グミ咀嚼 :90mg/dL
食べるときに咳が出る:2点
外食を控えている :3点

診 断

口腔衛生状態 :30％
ムーカス :27
咬合力 :400N（現在歯数22歯）
舌口唇運動機能 :pa 6.2 ta 5.3 ka 4.8
舌圧 :28kPa
グミ咀嚼 :90mg/dL
食べるときに咳が出る:2点
外食を控えている :3点

口腔機能
低下症 運動障害性

咀嚼障害

運動制御系の
乱れによる
咀嚼障害

筋力の低下に
よる

咀嚼障害

目 標

口腔機能の評価から、口腔機能の低下が明らかになり、
口腔機能を通して、フレイルの存在が明らかになった。

• 機能訓練を行って、口腔機能の向上を目指す。
• いつまでもなんでも食べられるように機能改善、
維持を図る。

40
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治療法

• 運動障害性咀嚼障害

• 巧緻性を鍛える訓練を実施してもらう。
• 筋力を鍛える訓練を実施してもらう。
• 欠損部位の義歯の製作を行う。

41

オーラルフレイル、フレイル対策の
もう一つの意義

うら
メニュー

心身の脆弱性が高まっている

通院不可能な時期に備える
運動障害性咀嚼障害を考慮する
（来るべき介護状態に備える）

オーラルフレイル・フレイル対策
の意義

うらメニュー
症例

症 例２
79歳の男性
主訴 :口の中に食事が残る。義歯を入れたいと思っている。
現病歴 :臼歯部は若いころに抜いた。虫歯が原因だったと思う。

義歯の作製を勧められたが希望しなかった。
既往歴 :腎臓病（服薬管理中）
口腔内所見 :左側臼歯部欠損、下顎両側臼歯部欠損

欠損部に対して、義歯は使用していない。
全身状態 :ADL（BARTHEL INDEX）100点
IADL :近所の散歩以外の外出は、妻と共に外出する。
認知機能 :（MMSE）24点
体重 :50kg 
身⾧ :165cm
暮らしぶり :日中の多くは自宅で過ごし、週に1回趣味の写真クラブに通っている。

最近動作が緩慢になったことが気になる。
食事状況 :「食事でむせることがある。他の客に迷惑がかかるので外食は控えている」

IADL
の問題

BMI=18.4
認知機能
若干の問題

44
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診 断

口腔衛生状態 :30％
ムーカス :27
咬合力 :400N（現在歯数22歯）
舌口唇運動機能 :pa 6.2 ta 5.3 ka 4.8
舌圧 :28kPa
グミ咀嚼 :90mg/dL
食べるときに咳が出る:2点
外食を控えている :3点

口腔機能
低下症

運動障害性
咀嚼障害

運動制御系の
乱れによる
咀嚼障害

筋力の低下に
よる

咀嚼障害

考え方

口腔機能の評価から、口腔機能の低下が明らかになり、
口腔機能を通してフレイルの存在が明らかになった。

徐々に身体機能・認知機能の低下が見込めるために、外来
通院が早期に困難になることが予想される。

「次、会うときは枕元かもしれない」

うら
メニュー

目 標

口腔機能の評価から、口腔機能の低下が明らかになり、
口腔機能を通してフレイルの存在が明らかになった。

・代償的な方法の関わりを中心とし、栄養改善の方策
を探る。

・いつ、訪問診療に移行してもよいように、口腔内の
整備を行う。

令和5年度在宅歯科医療推進に関する研修

高齢者の心身の特性

日本歯科大学

口腔リハビリテーション多摩クリニック
菊谷 武
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高齢者の治療方針を策定する際に
考慮すべき因子

1. 一口腔単位で

2. 基礎疾患に留意して（治療リスク）

3. 口腔の運動障害に留意して

4. 介護負担、生活環境に考慮して

5. 基礎疾患の病態変化や予後に考慮して

治療方針を提示するには

リスク
ベネフィット

人生の最終段階を迎えた患者に対して
治療方針を立てることが困難となる原因

歯科治療から期待できる
利益とリスクについて

十分なエビデンスがある

利益とリスクに対する価値判断が
患者本人、家族、医療者の立場
いずれにおいても明確である

歯科治療から期待できる
利益とリスクについて

十分なエビデンスがない
または

それらの見積もりが困難

利益とリスクに対する価値判断
患者本人、家族、医療・ケア提供者
の立場によって異なりやすくなる

健康な成人期 最終段階を迎えた時期

脳血管疾患

脳梗塞

（アテローム血栓性脳梗塞、心原性脳塞栓症、
ラクナ梗塞）

• 片麻痺、感覚障害、構音障害、高次脳機能
障害などの皮質症状や意識障害がみられる。

52
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脳血管疾患

ラクナ梗塞
• 細い脳動脈穿通枝直径15mm未満の小さな梗
塞

• 大脳基底核、内包、視床、橋などの穿通枝領
域に発症することから、軽度の運動障害、感
覚障害、口腔の運動障害を呈する。

• 多発することにより、脳血管性認知症や
Parkinson症候群の原因となる。

53

症 例
90歳代 男性
• 主訴:口腔ケアをして欲しい（口臭が気になる）
• 現病歴:10年前にラクナ梗塞の存在を指摘される。その後、近医
• にて治療を受けるも、がんの手術等で通えなくなり現在に至る。
• 既往歴:脳梗塞、脊柱管狭窄症、前立腺がん
• 受診経緯:ケアマネージャーより紹介
• 服薬状況:バイアスピリン錠:抗血小板薬、プロブレス:降圧薬

フルイトラン:降圧薬、マグラックス:整腸剤
• 身体所見:身⾧ 168cm 体重 60kg BMI 21.3 

• 介護度:要介護２ キーパーソン;妻（2人暮らし）
• 食事:自立 40分程度
• 食形態:米飯・一口大食 水分トロミなし 54

55

口腔内所見

56
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残存歯数:20本
57

90歳代 男性
• 主訴:口腔ケアをして欲しい（口臭が気になる）
• 現病歴:10年前にラクナ梗塞の存在を指摘される。その後、近医
• にて治療を受けるも、がんの手術等で通えなくなり現在に至る。
• 既往歴:脳梗塞、脊柱管狭窄症、前立腺がん
• 受診経緯:ケアマネージャーより紹介
• 服薬状況:バイアスピリン錠:抗血小板薬、プロブレス:降圧薬

フルイトラン:降圧薬、マグラックス:整腸剤
• 身体所見:身⾧ 168cm 体重 60kg BMI 21.3 
• 介護度:要介護２ キーパーソン;妻（2人暮らし）
• 食事:自立 40分程度
• 食形態:米飯・一口大食 水分トロミなし

症 例高齢

⾧期間、歯科管理
を受けていない

ラクナ梗塞
の既往

抗血小板剤
の服用

栄養状態
は良好

ADLは
比較的維持

58

抜歯後義歯製作

59

60
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結 果

• 口臭の減少（口腔衛生状態改善）
• 新義歯製作により、前歯での咬断が可能と
なった。

• 食形態:米飯・常菜

• 食事時間は30分以内

61

脳梗塞の合併症、後遺症

腕の痙縮（屈曲位）
足の痙縮（内半尖足位）

下位運動ニューロ
ン障害では、筋
トーヌスが低下し
弛緩性麻痺となる

上位運動ニューロ
ン障害では、筋
トーヌスが亢進し
痙性麻痺となる

高次脳機能障害
• 認知症
• 失語
• 失認
• 失行
• 半側空間無視など

感覚障害
• 半身の感覚障害
• しびれ、痛み

運動障害
• 半身の片麻痺
• 痙縮（痙性麻痺）

痙性片麻痺歩行
（ぶん回し歩行）

構音障害
咀嚼障害
嚥下障害

その他
・うつ
・廃用症候群
・けいれん

62

神経変性疾患
ある系統の神経細胞が徐々に侵されていく疾患群の総称

大脳基底核の変性が主体
・Parkinson病
・進行性核上性麻痺
・Huntington病

大脳皮質の変性が主体
・Alzheimer型認知症
・前頭側頭型認知症
・Lewy小体型認知症
・大脳皮質基底核変性症

小脳の変性が主体
・脊髄小脳変性症
・MSA-C

（オリーブ橋小脳萎縮症）

大脳基底核 大脳皮質 小脳
1次運動野

下位運動ニューロンの
変性が主体
・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症

上位・下位運動
ニューロンの変性が主体
・ALS

（筋萎縮性側索硬化症）

上位運動ニューロン

下位運動ニューロン

筋
63

Parkinson病

• 脳内の黒質にある神経細胞（ドパミン細胞）が変性・
消失し、神経伝達物質ドパミンの減少により運動の命令
が伝わらなくなる。

• 4大症状 安静時振戦、無動・寡動、筋強剛（固縮）、 姿
勢反射障害

• 安静時振戦ー動作時には振戦は止まる
• 無動ー動作が乏しくなる、仮面様顔貌、小声、咀嚼運動

の緩慢さ
• 筋強剛（固縮）ー筋トーヌスの亢進により、収縮と弛緩

のバランスがとれない（鉛管現象、歯車現象）
• 姿勢反射障害ー棒の様に後ろに倒れる、前傾姿勢（首を

前方に突き出す、上半身前かがみ、膝を軽く曲げた姿勢） 64



17

パーキンソン病で見られる症状

その他に、自律神経障害（抑うつ、起立性低血圧）、
排尿障害、嚥下障害、咀嚼障害、便秘、流涎、
oily face（脂漏性皮膚）、認知障害など

Hoehn & Yahrの重症度分類

Ⅰ 症状は片側のみ 日常生活にほと
んど影響なし

Ⅱ 症状は両側にある やや不便だが可
能

Ⅲ 姿勢反射障害がみられ、活動に制限あり 自立での生活が
何とか可能

Ⅳ 歩行はどうにか可能 生活に一部介助
が必要

Ⅴ 立つことが不可能 ベッド上または
車いす生活

65

Parkinson症候群
安静時振戦、無動、筋強剛、姿勢反射障害などの症状をパーキンソ
ニズムといい、パーキンソニズムをきたすParkinson病以外のものを
Parkinson症候群という。

パ
I

キ
ン
ソ
ニ
ズ
ム
を
呈
す
る
疾
患

Parkinson

症
候
群

Parkinson病

進行性核上性麻痺

大脳皮質基底核変性症

Levy小体型認知症

薬剤性パーキンソニズム:抗精神病薬、抗潰瘍薬など

脳血管性パーキンソニズム:基底核の多発性小梗塞など

非
変
性
疾
患

変
性
疾
患 多系統萎縮症

66

振 戦

67

筋強剛

68
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Wearing off 現象

• レボドパ（L-Dopa）の効果時間が短くなる
• 疾患の進行により有効時間が1～2時間程度に短縮し次の

薬を飲む前にParkinson症状（無動など）が現れる
• レボドパの効果が安定しないと、ドーパミン過剰により

口腔の不随意運動（オーラルディスキネジア）が出現す
ることもある

• 薬効が継続している時間帯での歯科治療を考慮
• 咀嚼障害の原因疾患であることを認識する

69

症 例

86歳 女性
主訴 普通食が食べたい
（初診20XX年）
有料老人ホーム入居中
現病歴、経過
20XX-15年 パーキンソン病と診断
20XX-05年 リウマチ性多発筋痛症
20XX-01年 インフルエンザ罹患 以後、ADL低下
現在 パーキンソン病は進行、 Yahr4
食事 粥、刻みとろみ（学会分類 コード4）

70

残根 10 歯
う蝕（C2） 7 歯

71

姿勢反射障害と無動

72
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経過
抜歯、う蝕処置後、義歯製作
• しかし、 20XX＋3年 Wearing off 現象出現のため、食事前に

L-Dopa服用に変更 食形態を4→2へ変更
• 20XX＋4年、 食事の途中で、Wearing off 現象発現し、食事時間
• 00XX＋0年 は1時間を超え、摂取量は減少した。一方で、食形態

00XX＋0年 への希望は 強く継続した。
• 食事量の1/3をのみ3とし、他の食事は2へ変更（ONSの導入）
• 20XX＋6年 食事時間が再び1時間を超えるようになり、本人の
• 00XX＋0年 意向により、食事は2へ変更（ONSは継続）

73

認知機能障害を呈する
代表的な病態の特徴
認知症への対応を考える!

症状【中核症状】

• 脳の障害により直接起こる症状であり、認知症患者に必ず見ら
れる。

• 記憶障害、見当識障害、失語、失行、失認、遂行機能障害など
がある

医療情報化学研究所編（2011）『病気がみえる』（vol.7 脳・神経 第1版）メディテックメディア.

症状【BPSD】

• BPSD（行動・心理症状）は、中核症状に付随して引き起こされ
る二次的な症状で、不眠、徘徊、幻覚・妄想などがある

• 中核症状に比べ個人差が大きく、環境にも影響される

医療情報化学研究所編(2011)『病気がみえる』(vol.7 脳・神経 第1版)メディテックメディア. 日本老年医学会編集(2013)『老年医学系統講義テキスト』西村書店．



20

遂行機能障害
段取りや計画が
立てられない記憶障害

新しいことを
覚えられない

失行
服の着方が
わからない
道具が使えない

失語
ものの名前が
出てこない

失認
ものが何か
わからない

抑うつ
気持ちが落ち込んで

やる気がでない

不安・焦燥
落ち着かない

イライラしやすい

介護抵抗
入浴や着替えを

嫌がる

暴言・暴力
大きな声をあげる

叩いたり蹴ったりする 徘徊
無目的に歩き回る
外に出ようとする

食行動異常
何でも食べよう

とする

睡眠障害
昼夜が逆転する

妄想
ものを盗まれた

と思い込む

幻覚
実際にないものが見える
いない人の声が聞こえる

BPSD

中核症状

浦上克哉編(2014)『内科医のための認知症診療はじめの一歩 』羊土社．

認
知
機
能

低

高 8～12年
1～3年

初期 中期 後期

2～10年
発病

記銘力障害

時間見当識

自発性低下

場所の
見当識障害

失語,失認,失行

意思疎通
困難

人の見当識障
害

異食

筋強剛
歩行障害

嚥下障害

季節に合った
服が選べない

古い記憶も
障害

記憶のほとん
どを失う

海馬
側頭葉

頭頂葉
前頭葉・後頭葉

寝たきり

身辺の自立に一
部介助が必要

日常生活に
介助必要

日常生活に
介助必要

⾧時間の治療が困難、細かな
指示には、従えない。歯科介
入に拒否がみられる

簡単な指示に従え
通常の歯科治療を
受けることができる

全く指示には従えない
開口困難

受療
能力

原始反射の
出現

運動障害による
咀嚼障害の発症 咀嚼機能

全廃

口腔衛生状
態悪化

義歯の管理困難

管理
上の
問題

必要な歯科
介入が困難

歯科
受療能力

口腔衛生
管理

初期 中期 後期

簡単な指示に従え
通常の歯科治療を

受けることができる

⾧時間の治療が
困難

細かな指示には
従えない

治療困難
安全な口腔ケア

良好な管理下に
置く

すべての管理に
介助を導入

誤嚥予防を
視野に入れたケア

低下は軽微 咀嚼機能低下
著しい咀嚼機能

の低下
運動機能

菊谷武、阪口英夫編著(2011)「地域歯科医院による有病者の病態別・口腔管理の実際」ヒョーロン・パブリッシャーズ．

初期 中期 後期

• 咀嚼機能の維持

• 対応困難になる
時期に備える

• 咀嚼機能の
低下予防

• 口腔衛生状態の
維持に努める

• 咀嚼機能の低下を
見極める

• 介護負担度の軽減

• 低栄養予防

• 誤嚥性肺炎予防

• 窒息予防

良好な口腔内環境を
構築するための

歯科治療
（不良補綴物の再製、
歯周治療や歯内治療）

良好な口腔内環境を
維持するための

歯科治療
（義歯修理、虫歯治療）

疼痛除去

時として、
義歯不要宣言

目標

介入
内容

菊谷武、阪口英夫編著(2011)「地域歯科医院による有病者の病態別・口腔管理の実際」ヒョーロン・パブリッシャーズ．
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高齢者における偶発症
窒息
気道が何らかの原因により閉塞し酸素の摂取が妨げられる
（症状）
１．国際的な窒息のサイン（チョークサイン）
２．会話困難
３．吸気時の甲高い呼吸性雑音
４．チアノーゼ
5．意識状態の低下
（対応）
腹部突き上げ法（ハイムリック法）
背部叩打法
舌下顎挙上法とフィンガースイーブ法

ADL と QOL

機能回復リハモデル

ADLが向上すると
QOLも向上

ADLが低下しても
QOLの向上を目指す

緩和リハモデル

安部能成:臨床麻酔学会誌、2008

高齢者と
その口腔の診かた
オーラルフレイルと終末期に
向き合うための視点

菊谷武 著

歯科訪問診療ハンドブック

小児から高齢者まで全世代に対応
するための心得

菊谷武・小坂美樹・田村文誉 編著
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85

月刊「歯界展望」別冊

超高齢社会の補綴治療戦略

終末期の口腔を知
らない歯科医師に
向けたメッセージ

86

ORALFIT

サイトURL:
www.shokushien.net

食べるを支えるための情報
研修会情報
介護食関連情報
など
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女子栄
養大学
出版

菊谷 武 監修
尾関麻衣子

大場泉栄養・料理指導

歯科が活躍する

ミールラウンド＆
カンファレンス

医歯薬出版

食べるた
めの口を
作る？

それなら、
食べとこ
ろをみな
ければね

観察
動画

巻末
事例集

認知症の食事、義歯の人向けの食事
女子栄養大学出版

歯科と栄養が出会うとき

菊谷武、尾関麻衣子著

医歯薬出版

調理動画

アセスメント
表
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NHK出版 なるほど！の本

あなたの老いは
舌から始まる
今日からできる口の
中のケアのすべて
日本歯科大学
口腔リハビリテーション多摩クリニック院長

菊谷武／著

口腔機能低下症、オーラルフレイル関連書籍
医歯薬出版

食介護、口腔ケア
メディカ出版、講談社

ご参加いただき
ありがとうございます。
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